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7.1　テレワーク就労と職業準備性

1.  テレワーク就労に求められる 
職業準備性

障害者の就労支援に携わっている方なら周知のよう
に、職業準備性とは障害の有無に関わらずはたらく上
で必要とされる、はたらくことについての理解・生活
習慣・作業遂行能力や対人関係のスキルなどの基礎的
な能力のことです。 就労し、はたらき続けるために
は①「健康管理」、②「日常生活管理」、③「対人技
能」、④「基本労働習慣」、⑤「職業適性」という5
つの資質が必要とされています。一般的には「職業準
備性ピラミッド」などで図示されます。

©2022 PERSOL CHALLENGE CO.,LTD.All rights reserved
図：職業準備性ピラミッド

 

事業所利用者の職業準備性トレーニングや到達具
合の確認については、『就労支援のための訓練生用
チェックリスト（独立行政法人 高齢・障害・求職者
雇用支援機構）』をはじめ、各事業所で工夫された
ツールを利用されていると考えます。

この章ではテレワーク就労に必要な職業準備性に焦
点を当てたいと思います。①「健康管理」、②「日常
生活管理」に関しては「働き方」の如何を問わず就労
に必要最低の要件になります。その上で、テレワーク
で就労する際に特に重要な職業準備性は、③「対人技
能」、④「基本労働習慣」、⑤「職業適性」になりま
す。

まず④「基本労働習慣」ですが、「基本的なビジネ
スマナーが身についていること」、「就業する上での
ルールを自発的に守ることができる」、「報連相など
のコミュニケーションが身についている」ということ
が一般的によく言われますが、テレワークで就労する
ためにはさらに、上司のフォローはありますが、自分
の業務の段取りは基本的に自分自身で考える必要があ
ることから「計画性がある」ことも求められます。ま
た企業側が勤務に必要なコミュニケーションやわかり

易い業務指示などを配慮してくれますが、テレワーク
を行うにあたっては、「自発的に動くことができるこ
と」も重要です。上司や同僚の指示待ち、コミュニ
ケーション待ちでは十分な関係性を構築できません。
自発的な行動を起こせるかどうかが、テレワーク勤務
を成功させるカギともいえます。

２.  自己管理と孤独感との 
付き合い方

テレワークでは自己管理が求められます。テレワー
クにおける自己管理とは、自分が立てた計画通りに業
務を進めていけるかどうかということです。業務中に
自己管理を確実に行うためには、自分自身の気分に任
せて業務を行うのではなく、上司の指示を確実に処理
する、同僚からの依頼を期日通りに終わらせる、ま
た、取引先（社内外）に対しても、きちんと信用を積
み重ねていく、という気持ちを持つことが大切です。
さらにもう一点付け加えるなら、テレワーク勤務は好
きな時間に、好きなように働いていいということでは
ありません。就業開始時間と終業時間は決まってお
り、その時間内にアサインされた業務をこなす必要が
あります。

テレワークは孤独だといわれることが多く、精神障
害者には向かないなどと言われることもあります。し
かしテレワークが孤独感を感じやすいということは障
害の有無を問いません。健常者でも同じように孤独感
を強く感じ、不安に苛まれて離職するという事例もあ
ります。

業務中に感じる孤独感が、チームや同僚からの疎外
感や業務内容や進め方がわからないなどのコミュニ
ケーションの不足からくる不安の場合は、企業が工夫
して改善していく責任があります。コロナ禍で進展し
たテレワーク・リモートワーク勤務の実効性を高める
ために各企業ではバーチャルオフィスや意図的なコ
ミュニケーションの場の創出など、テレワーク中のコ
ミュニケーションに関わる課題に対して多様な対策を
立てて工夫をしてきています。この孤独感を感じるこ
とは、テレワークの影響からのみ生まれるものではあ
りません。私生活と関連した諸々の孤独や不安がテレ
ワークによる就労によって、さらに増幅されたように
感じることもあります。

通勤のように周囲の様子や他者の様子が視覚的・体
感的に感じづらいテレワークでは、「自分だけ」では
ないかという孤独感は一定生じやすいという前提を理
解し、「孤独感」と上手に付き合う一定の耐性が必要
になります。この孤独感の解消には、前述した「自発
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的に動く」ことにより軽減し、安定したテレワークを
実現させることができます。

３. 適切な作業環境調整
これは「職業準備性」の範囲に含まれることか、あ

るいは就労支援事業者が介在する課題かどうかは意見
が分かれるところですが、テレワークで在宅勤務を実
施するためには、この環境整備が必須です。テレワー
クに必要な ICT 機器などに関しては原則企業側で準
備しますが、ネットワーク通信環境の確認、自宅の中
でプライベートが確保される作業場所を確保できる
か、勤務に集中できる環境を整備できるか、デスク環
境が十分か、会社の定めるセキュリティ要件を整備で
きるか、また同居家族などの理解を得られているかな
どが該当します。いくらテレワークで就労可能な訓練
をしてその能力を習得しても、テレワーク環境が整備
できない場合、企業は採用が難しくなります。

次に⑤「職業適性」について整理します。ここでは
「職種適性」と「職務遂行能力」についてピックアッ
プします。「職種適性」とは世の中にどういった職種
があるのかを理解して、自分の個性や能力に合った職
種を見つけることです。「職務遂行能力」とは与えら
れた業務を最後までやり遂げる時に必要とされる能力
のことです。

・職種への適性
就労支援事業者は一般民間企業への就労を目指して

いますが、民間企業といっても産業や業種・業界、職
域・職種は千差万別です。どこで働くべきなのかは就
労したい本人の顕在的または潜在的な適性で見極めて
行くものです。本人の適性にそった就労支援が求めら
れる所以です。

企業でも面接や実習、適性検査などを通して「適
性」を評価することを重視しています。テレワークで
の就労という場合、求人の多くが、企業でのオフィス
ワークを想定しているケースが多いと推察します。具
体的に例を挙げるなら、総務、人事や経理などの管理
部門業務、マーケティングや商品開発といった企画業
務。営業や接客といったコミュニケーション重視の業
務が考えられます。また可能性としては上記の業務の
サポート業務（定型的、簡易なルーチン業務など）で
のテレワーク勤務も可能でしょう。就労支援者はこの
ような業務で就労したいという意向と適性があるかど
うかを見極めつつ支援業務を進める必要があります。

・職務遂行能力
テレワーク求人に対してその職務を遂行するに足る

必要な知識・技能、経験を有しているかは大きく影響
します。多くの当事者の方は求人内容に類似する就労
経験のある場合、未経験者が多いと就労支援事業者は
疑似就労や座学でこの問題を解決しようと努力してい

ます。しかし企業側から見ると「職業適性」の充足度
に不足、「職務遂行能力」の不足感を感じることがあ
ります。

より深刻なは支援者自らが、民間企業での就労経験
がなかったり、経験と呼べるほどの知見を所持してい
ない場合このギャップを埋める上で深刻な現象として
は支援者自らが、民間企業での就労経験がなかった
り、経験と呼べるほどの知見を所持していない場合が
あることです。

就労支援事業所の母体が民間企業の場合には、親会
社を活用して、単独でこの問題を解決できる事業所も
あると思いますが、単独での取り組みが難しい場合
は、複数の事業者が連携 して、障害者受け入れ企業
に研修協力を依頼するなど実効性の高い取り組みを検
討することが大切です。

6. 求められる ITスキルのレベル

・職務遂行能力の共通要件として IT スキルに
ついて
テレワーク求人に応募する際、どの程度の PC スキ

ルが必要かということをよく聞かれます。求人業務に
よっては、特定のアプリケーション（データベースや
開発言語、プレゼンテーションツールなど）スキルや
使用経験が重視されることがありますが、多くの場
合、アプリケーションツール（例えばマイクロソフト
社のツールなど）に関して高度なスキルを要求される
ことは稀です。

むしろ現在のテレワーク・リモートワーク勤務で
「当たり前」に使えなければならないスキルは、
Web ブラウザ上で使用するツールを使って、オンラ
インでコラボレーションしながら仕事をする「働き
方」です。この働き方はテレワーク・リモートワー
ク勤務か出社型の勤務かを問わず、一般的な働き方
になってきています。例えば Microsoft Teams や
Zoom を活用した働き方は、企業においては「常
識」になっており、事業所においても早々の導入実用
が求められています。

最後に③「対人技能」についてもふれておきます。
精神障害者、とりわけ発達障害者に多く見られるコ
ミュニケーションの困難さは、職業準備性の訓練の中
である程度克服が可能なケースもありますが、多くの
場合には、克服できる範囲は限定的です。発想を転換
して、むしろ雇用する側に「マネジメント手法」の一
つ又は合理的配慮の提供の工夫として対応手法を提案
することが可能です。企業は求人要件に見合う人材
で、職務で戦力化可能な人材なら、会話以外のコミュ
ニケーション方法を提供することをいとわないケース
も多く、合理的配慮として十分に対応いただけること
もあります。
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単に具体的な手法に対する知識や経験がないことで
様々な工夫を実施していない場合には、正しい知識や
手法を提供してもらえるなら、様々な対応手法をチャ
レンジしてくれると考えます。テレワーク・リモート
ワークが常態化しつつある今なら、以前ほど様々な
ツールや工夫を用いてコミュニケーションを図る障壁
は高くないはずです。

以上、テレワーク勤務と職業準備性について述べま
したが、テレワーク勤務での就労支援は、通勤前提で
作業系ベースの就労支援方法では、対応できない要件
を含んでいることを理解いただき、各事業所での支援
内容の更新を検討していただきたいと考えます。

（パーソルチャレンジ株式会社 洪 信男）

7.2　業務管理にかかわる訓練
業務管理とは、社員が業務を適切・効率的に進め、

自社の様々な経営資源を適切に管理することでありま
す。業務管理は、障害者の就業形態がどのような場合
においても、企業が自社の業務をスムーズに進める上
で重要な役割を果たしており、業務管理を通じ、自社
の利益を最大限に追求します。

業務管理の対象はいくつかありますが、特に「テレ
ワークで働く」を目指す訓練においては「①勤怠」
「②体調」「③タスク」の管理が特に重要であります。

1. 勤怠管理の重要性
社員が何時に出勤し、何時間働いたかについて正確

に把握し、管理する必要性が企業にはあります。しか
しながら、勤怠管理がおろそかになっているケースも
企業によってはありますが、これまでは「通勤」が前
提となる働き方であれば、出勤する姿を見ていること
で、出退勤の打刻の確認をそこまで重要視していない
企業もあります。しかしながらテレワークに置いて
は、「出勤・退勤」の状態を、企業側から把握するこ
とは難しいため、社員の自己申告が最初に必要となり
ます。本人の自己申告がなければ、勤怠の管理ができ
ていないこととなり、企業の責任が問われます。

2. 訓練における勤怠管理
「勤怠管理」についてはテレワーク訓練の一番最初

に教えることであり、それぐらいテレワーク就業にお
いて重要なことと位置付けています。本人の申告がな
ければ、勤務実績がないという状態になるからです。

①勤怠管理の意味をレクチャー
訓練における「通所」は企業における「出勤」であ

り、「退所」は「退勤」であると。その上で、出勤・
退勤を申告できなければ、欠勤となり、最悪の場合に
給与が支払われないということを伝えています。

②テレワーク訓練時に決められた方法で申告
（打刻）
テレワーク訓練においても、開始時間・終了時間が

あるため、その時間には必ず申告（打刻）できている
状態を通所者に求めていきます。支援員は訓練開始の
段階で利用者から申告（打刻）があるかを確認し、申
告（打刻）がない場合は、ご本人への確認のための連
絡をし、申告漏れの場合は再度指導します。

③ルールの設定
開始・終了時間の〇分前・〇分後までに申告（打

刻）などのルールを設け、徹底してもらいます。企業
において、あまりにも出勤が早い場合や、退勤が遅い
場合は残業の位置づけとなり、就業実態に合わせた管
理ができなくなってしまいます。また、「遅刻する場
合には、必ず事前に連絡をする」といったルールも徹
底してもらうことで、よりテレワーク就業を意識した
訓練を行い、就職後も困らないテレワーク下のビジネ
スマナーを身に着けてもらいます。

3. 体調管理の重要性
企業において、障害者が安定的に業務に従事できる

よう本人の体調を把握することを勧めています。通勤
と違い、顔色など視覚情報の取得が、テレワークにな
ると難しくなるため、いかに本人から自己申告させ、
体調状態の把握をするかが重要となります。

4. 訓練における体調管理
テレワーク訓練においては、通所のタイミングと同

時に、本人からその日の体調を申告していただきま
す。その時取得する情報としては、「①体調の良し悪
し」「②体温」「③睡眠時間」「④食事摂取状態」
「⑤服薬状況」「⑥その他相談」などがあります。毎
日、上記のデータを記録していくことで、1日～月、
年と通所者の体調管理データができ、そのデータを基
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に本人への体調の自己管理の指導が可能となります。
周囲のサポートが得られにくいテレワークの環境にお
いて、自己管理が非常に重要となるため、データを用
いて、体調悪化を防ぐためにどのような対応が必要か
を身に着けて頂くことがとても重要となります。通勤
と違い、テレワークとなれば上記のようにデータも活
用し体調の把握を行うことが重要となります。結果と
して、毎日の体調データが蓄積していけば、当事者独
自の体調データが出来上がり、傾向と対策を講じるこ
とができるようになる点も、体調管理（自己管理）に
おいて大きなメリットになり得ると考えています。

5. タスク管理の重要性
業務の生産性を出す上でもタスク管理を行い、進捗

把握・管理を行うことが企業においては求められま
す。通勤が前提となると、コミュニケーションの中で
業務進捗の把握などが可能となりますが、テレワーク
となるとコミュニケーションの頻度は少なくなり、プ
ロセスの把握が難しくなります。そのために、タスク
管理とその進捗報告を就業者から報告し、管理者は常
に把握できる体制を構築していく必要があります。

6. 訓練におけるタスク管理
テレワーク訓練においては、1日のタイムスケ

ジュールを作成して、そのスケジュールに沿ったカリ
キュラムを実行してもらうことを通所者に求めていき
ます。カリキュラムを進めていく中で、本人の特性が
見えてきますので、特性に合わせたサポート方法を模
索していく必要があります。例えば、タスク管理やマ
ルチタスクが苦手な利用者には、シングルタスクから
スタートしていただき、様子をみながら徐々にタスク
を増やしていきます。1日のタイムスケジュールを作
成し、そのスケジュール内に訓練内容の記載、だけで
なく必要な行動（進捗状況を報告するタイミングな
ど）も記載していただきます。合わせて、そういった
行動も実施できたかをチェックする欄も設け、利用者
が実行できれば、自分でチェックするという動作を繰
り返し行うことで、報告漏れなどを無くしていけるよ
うなります。また、支援側では個別支援計画とは別に
ロードマップを作製し、各利用者のタスク管理上の課
題に応じて、どのような訓練を、どれくらいの期間実
施していくのかを支援員と利用者間で決めていきま
す。テレワークの就業となると、企業の評価はプロセ
スではなく成果にフォーカスが当たるため、就労者は
より一層、成果を出すための自己でのタスク管理を身
に着けていかなければならないため、より細かな訓練
が必要となります。

7. 「見える化」させる工夫
上記上げさせていただいた業務管理においては、積

極的にシステムを活用することを推奨しています。シ
ステムが整っていなければ、訓練以外のタスク（コ
ミュニケーション、メール、データ化）などに時間が
とられてしまうため、本来行うべき訓練に力を注げな
いことが懸念です。テレワークに強いシステムを活用
することで、勤怠管理・体調管理・タスク管理を一元
的に管理することが可能となり、常にそれぞれの状態
を支援員が把握できる状態となれば、支援によりパ
ワーを注ぐことが可能となります。テレワークに置い
ては、いかに「見える化」させるかがポイントとなる
ため、積極的なシステムの活用を推奨します。

（米田 尚泰）
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7.3　�コミュニケーションに関する訓練・�
バーチャルオフィスを用いた訓練

ここでは、OKI ワークウェルで障害者雇用として
在宅勤務の障害者雇用を実践してきた経験から、時代
の変遷を振り返りながら在宅雇用のコミュニケーショ
ンがどのように変化してきたのか、今求められるコ
ミュニケーション訓練やバーチャルオフィスを用いた
訓練について紹介します。

1. コミュニケーション環境の変遷

（1）�在宅雇用の開始当初（1998年～）
●在宅勤務者の人数

東京都在住の3名の在宅勤務者でスタートしまし
た。
●社会の状況

インターネットが普及し始めた頃で、電話回線も多
く使われていました。「テレワーク」という言葉は一
般的にまだ使われていませんでした。
●自社のコミュニケーション環境

パソコンに専用の基板を装着する Web 会議システ
ム（回線は ISDN）を導入し、定期ミーティングをお
こないました。定期ミーティングの合間にも、本社と
在宅勤務者の間で連絡を取る必要があり、メールや電
話を多用していました。（図1参照）

図1　Web 会議システム活用時の
　　  1日のコミュニケーションの流れ

当初は皆、離れた者同士でのコミュニケーションに
慣れていなかったので、込み入った内容になると、ど
うしても思い違いが発生するなど、正確に理解し合う

のに苦労しました。「メールで伝えたつもりなのに相
手は何か勘違いしてるな、受け取り方のニュアンスが
こっちの思ってることと少し違うな」とか、「この前
話したのに相手は全然頭に入ってないなあ、何回同じ
ことを言えばいいのかなあ」とか、テレワークの場合
のコミュニケーションの難しさを強く感じていまし
た。

在宅勤務者は東京都在住なので、重要な意思疎通の
場合は管理者が自宅に訪問していました。なお在宅勤
務者は、日常的な介助が必要な重度の障害者のため、
出社することはほとんどありませんでした。

定期的な出社は困難でしたが、リアルなコミュニ
ケーションが大切なことも感じていましたので、年
1～2回程度は介助者同伴で、カラオケボックスに集
まって懇親会をしました。普段は会えない在宅勤務者
同士が同僚として心を通わせることに役に立っていた
と思います。

（2）�在宅雇用の拡大（2004年～）
●在宅勤務者の人数

東京都以外の地方在住の在宅勤務者も入社し、人数
も2桁以上に増えてきました。
●社会の状況

インターネットは ADSL が登場するなどブロード
バンドの時代になってきました。

Web 会議システムとしては、無料の「スカイプ」
が使われるようになりました。（自社ではネット環境
やシステムの安定性の理由で使用しませんでした）
●自社のコミュニケーション環境

在宅勤務者数が増え、地方在住者もいるため、管理
者が自宅を訪問することはほぼなくなりました。ただ
しリアルに会うことの必要性も感じていましたので、
年1～2回は介助者同伴で、全国からリアルに集合す
る親睦会をおこないました。大きな会場を使うように
なったり、宿泊も必要になってきましたので、在宅勤
務者も介助者も会社側も周到な準備をして実施しまし
た。この親睦会自体をみんな楽しみにしていました
が、日常のリモートでのコミュニケーションを活性化
するためにも有効だったと思います。（リアルに集ま
る親睦会は前述のように1998年当初から継続してい
ましたが）

在宅勤務者、管理者ともメールや電話でのコミュニ
ケーションにも慣れてきて、多用していました。在宅
勤務者からも頻繁に電話するので、通話料は実費精算
していました。

メールでも電話でも、「伝える側は、相手がちゃん
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と理解できるような分かりやすい伝え方を考える」
「受ける側は、分からないことはそのままにせず、理
解するまで質問を繰り返す」ことがだんだん浸透して
きました。重要なプロジェクトも増えてきて、意思疎
通においてこれまで以上に、勘違いや間違いを避ける
必要度が高くなってきました。メールだけ文字だけで
は正確に伝わりにくかったので、管理者がプロジェク
トメンバー全員に同じ内容で電話することも珍しくあ
りませんでした。

メールやチャットに不都合があったのは、文字だと
「きつい表現になりがちで予期せず険悪な雰囲気にな
りやすい」「ニュアンスが伝わりにくく正確な意思疎
通がしにくい」こともありますが、在宅勤務者は手が
不自由であることも大きな理由の一つでした。キーを
打ったりマウスを動かすスピードがどうしても遅くな
り、不明点など質問がある場合にその入力操作だけで
時間を費やしてしまいます（私は手は不自由ではあり
ませんが、キー操作は速くないのでチャットは時間が
かかります）。よって、重要プロジェクトで込み入っ
た話になればなるほどチャットでなく、電話などの口
頭でのコミュニケーションが正確かつ効率的でした。

そのため、会社の電話代経費が相当な額に上るよう
になり、何よりも管理者が在宅勤務者に電話をしてい
る時間が飛躍的に増えていました。

（3）��バーチャルオフィスツールの導入
（2006年～）

●在宅勤務者の人数
地方在住の在宅勤務者が増えて、数十名規模になっ

てきました。
●社会の状況

ネットワークはどんどん高速になり、音声や動画の
通信が当たり前におこなえるようになってきました。
●自社のコミュニケーション環境

「管理者がプロジェクトメンバー全員に同じ内容で
電話しなくてはいけない」状況を解消するために、以
下のことが必要になってきました。
【イ】本社の管理者が、プロジェクトメンバー全員と
同時に話ができて、且つ電話代が嵩まないよう、イン
ターネット上の「常時接続型で、多地点で音声会話が
できるツール」を導入する
【ロ】管理者の代わりに、ベテランの在宅勤務者がプ
ロジェクトの取りまとめの一部が担えるようにする
【イ】に関して、Web 会議システムのスカイプが、
当時最も近いツールでしたが、”すぐに会話が始めら
れる常時接続”というコンセプトとは違ったので、国
の助成金を得て自社開発することにしました。欲し
かった機能を盛り込んで完成したのが「常時接続型の
多地点会話ツール」です。映像や画面共有は優先度が
低いと判断し盛り込みませんでしたが、離れた場所に
居る大勢のメンバーが、同じオフィスに居るように、
いつでも誰とでも自由にコミュニケーションできる

「バーチャルオフィスツール」として2009年に発表
しました。

このバーチャルオフィスツールの開発によって、
「管理者がプロジェクトメンバー全員に同じ内容で電
話する必要がなくなった」ことはもちろん、「在宅勤
務者が、在宅勤務者をマネジメントしたり新人教育
（OJT）をする」なども容易にできるようになりま
した。障害者のスキルアップ、キャリアアップ、職域
拡大につながりました。

図2のように、全国どこにいてもオフィスに一緒に
いるようなコミュニケーションが可能になり、管理者
も在宅勤務者も、テレワークのデメリットをほぼ感じ
なくなりました。

図2　 バーチャルオフィスツール活用時の1日の 
コミュニケーションの流れ

2.  現在のコミュニケーションの 
環境（2020年～）

私は前職の特例子会社を定年退職し、現在は、企業
の在宅雇用導入支援、在宅就労希望者向けのリモート
研修などをおこなっています。

ちょうどコロナ禍が始まりテレワークが広くおこな
われるようになってから、バーチャルオフィスツール
として多くの製品が提供されるようになりました。全
国の在宅就労希望者を対象におこなう弊社のリモー
ト研修では、機能やコストの面から oVice 社のバー
チャルオフィスツール「oVice」を使用しています。

コロナ禍によってテレワークやリモート研修が社会
に浸透しつつありますが、「孤独感がある」「雑談が
しにくい」「管理が難しい」などのコミュニケーショ
ンの課題をよく耳にします。

リアルな環境と100% 同じにすることはもちろん
不可能ですが、前述のような私の経験から、バーチャ
ルオフィスツールを上手に活用することによって、限
りなくオフィスと同様のコミュニケーション環境を作
ることは可能であると考えます。

リモート研修におけるコミュニケーションの訓練に
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ついて、紙面で具体的に説明するのが難しいので、事
例動画を作成しました。参考に
なれば幸いです。
⇒ https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = N 3 t B E 
ZR-Dgg

通勤の困難な方たちの障害種別は様々で、一人ひと
りベストのコミュニケーション方法は異なると思いま
すが、バーチャルオフィスツールを上手に活用して、
素晴らしいテレワーク、素晴らしいリモート研修がた
くさんおこなわれることを期待します。

（津田 貴）
 

7.4　�訓練生のアセスメントと支援の方向性を�
考える

訓練生に対する支援の方向性については、その訓練
生の現状と希望や目的によって設定されますが、テレ
ワークによる就労を目指す支援においては、2つの訓
練生の現状から大まかな支援の方向性を4つに整理す
ることができます。こうした整理は、目の前にいる訓
練生がどの支援の方向性を重要視することが大切なの
か、支援計画を立てる際の視点として活用することが
可能です。

1つ目の軸は訓練生の ICT レディネスの状態です。
2つ目の軸は、エンプロイアビリティの視点です。

エンプロイアビリティは「雇用される力」とも表現
されますが、障害の有無に関係なく社会人として働
き続ける上で重要になる基礎力として厚生労働省

（0000）によって紹介されています。具体的には、
   と「職業意識・勤労観、責任感、向上心・探
求心」といった  という土台の上に、3つの領域と
して「チームで働く力」、「前に踏み出す力」、「考
え抜く力」が位置づけされています。「チームで働く
力」は発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律
性、ストレスコントロール力で構成され、「前に踏み
出す力」は主体性、働きかけ力、実行力によって構成
されている。「考え抜く力」は課題発見力、計画力、
想像力で構成されています。

このエンプロイアビリティは、社会の中で働く上で
必要になる基礎力でもあり働き続けるための継続力と
しても整理されます。

このエンプロイアビリティの高い場合と低い場合で
は、注力すべき育成の視点やポイントが異なってきま
す。

この2つの軸の組み合わせで、タイプ1（マッチン
グ先開拓重視支援）、タイプ2（代替スキル獲得重視

支援）、タイプ3（ICT スキル汎用重視支援）、タイ
プ4（適性判断重視支援）の4つの支援のタイプに分
類されます。



121第7章　テレワーク就労において育てる力

〇タイプ1（マッチング先開拓重視支援）
タイプ1に該当する方は，ICT レディネスも高く，

エンプロイアビリティも高い状態にあり，その支援の
方向性は，本人の持っている力と職務内容のマッチン
グや既に獲得しているスキルの向上や使用ツールに拡
充のための訓練，ジョブマッチングの体験のための実
習など重要視されるようになります。

〇タイプ2（代替スキル獲得重視支援）
タイプ2の方は，ICT レディネスは高い状態にある

ものの，エンプロイアビリティに関連するソフトスキ
ル面の課題が確認される状況です。その支援の方向性
としては，タイプ1と同様に職務内容の選定やツール
使用スキルの拡充に加え，苦手とするコミュニケー
ションスキルやストレスマネジメントスキルなどの領
域の訓練や，苦手とするスキルの代替的方法の選定や
獲得といった環境調整と工夫を獲得することがそのね
らいとなります。

〇タイプ3（ICTスキル汎用重視支援）
タイプ3の方は，エンプロイアビリティ領域は高い

が，ICT レディネスが低い方になりますので、ICT 機
器の使用経験の不足や ICT 使用の基礎的体験による
スキル獲得が重視されるようになります。様々な作業
の体験やスキルの獲得によって、従事できる職務内容
の拡大を目指します。タイプ3の方は、その訓練期間
はタイプ2と同様に中長期的視点をもって取り組むこ
とが必要になります。

〇タイプ4（適性判断重視支援）
タイプ4の方は、訓練生はテレワークによる就労を

目指して在宅訓練を希望されているけれども、エンプ
ロイアビリティ、ＩＣＴレディネスいずれも現状は低
い状態にある方になります。このタイプは、タイプ3
と同様に ICT ツールの使用経験の積み上げや、基礎
的なスキルの獲得、苦手とするコミュニケーション等
のスキルの代替方法の獲得などを模索することになり
ます。このタイプの支援においては、スモールステッ
プで進めていくことになりますが、この過程における
スキル獲得のスピードや状況、本人の訓練における体
感などを確認しながら、当初本人が希望するテレワー
クによる就労への適応性があると評価できるか、と
いったその方向性を確認することも支援の視点に含ま
れてきます。このタイプの訓練期間は、長期間の訓練
となることを前提として、そのプログラムやステップ
を整理し、適宜アセスメントの結果を本人へもフィー
ドバックしながらその方向性を調整することが重要に
なります。

タイプ4がタイプ2又はタイプ3へ変化していくこと
もあり、時にはタイプ1へと変化していくこともあり
ますので、訓練の過程を細かに評価していくことが大
切になります。

（山口 明乙香） 
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7.5　�エンプロイアビリティからみる�
「育成する力」の視点

エンプロイアビリティは、「雇用される能力」と訳
されることが多い、企業に雇用される上で、労働者に
求められる力のことです。これは、2001年に産業構
造の変化、技術革新の進展や労働者の就業意識・就業
形態の多様化に伴う、労働移動の増加から、労働者に
求められる職業能力を、企業を超えて通用する能力
が求められるようになった背景から（厚生労働省、
2001）、労働市場価値を含んだ修業能力として、労
働市場における能力評価、能力開発目標の基準となる
実践的な就業能力として、その概念整理とその評価基
準が示されました。

エンプロイアビリティの評価対象は、単なるスキル
だけでなく、幅広く、思考特性や行動特性を含む項目
で構成されている。このエンプロイアビリティは、
労働者個人のキャリア形成の基盤となる。エンプロ
イアビリティは、「職業人意識」と呼ばれる、「P1
責任感、P2向上心・探求心、P3職業意識・勤労観」
という就業基礎能力を基盤として、「前に踏み出す力
（Action）（3項目）」、「考え抜く力（Thinking）
（3項目）」、「チームで働く力（Teamwork）（6
項目）」の3領域12項目から構成される「社会人基礎
力」で形成されている。

具体的には、「前に踏み出す力（Action）」は、
主体性、働きかけ力、実行力の3項目によって構成さ
れ、一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む
力を示す。また「考え抜く力（Thinking）」は、課
題発見力、計画力、想像力の3項目から構成され、疑
問をもち考え抜く力のことである。「チームで働く力
（Team ｗ ork）」は、発信力、傾聴力、柔軟性、状
況把握力、規律性、ストレスコントロール力の6項目
によって構成されている。

このエンプロイアビリティは、「人生100年時代」
や「第4次産業革命」の時代における、「職場や地域
社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎
的な力」として、経済産業省（2006）が提唱してい
ます。

こうした動向から厚生労働省では、エンプロイアビ
リティチェックシート（総合版）とエンプロイアビリ
ティチェックシート（簡易版）を作成し、労働者の
キャリア形成を促すための素材として公開されていま
す。

この「社会人基礎力」は、企業・若者・学校等をつ
なぐ「共通言語」として位置づけ、関係者が連携して
社会人基礎力を育成することの重要性が提言されてい
ます（経済産業省 ,2018）。しかし、「第4次産業革
命」による産業構造や就業構造の変化を迎えた社会で

は、学び直すことの重要性も高まっていることから、
「社会人基礎力」は今や全ての年代が意識すべきもの
として捉えられています（経済産業省、2018）。こ
のように企業で働くことを目指す支援においては、こ
のエンプロイアビリティの視点からも当事者の力を高
め、苦手とする領域にはどのような合理的配慮や環境
調整が必要なのかを支援者と共に整理し、自己理解を
深めていくことが重要になります。

【文献】
○厚生労働省（2001）「エンプロイアビリティの判

断基準等に関する調査研究報告書について」
 https://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/

h0712-2.html
○経済産業省（2006）「社会人基礎力に関する研究

会―「中間取りまとめ」.
 ht tps : / /www.met i . go . jp/commi t tee/

kenkyukai/sansei/jinzairyoku/jinzaizou_wg/
pdf/001_s01_00.pdf.

○経済産業省（2018） 我が国産業における人材力強
化に向けた研究会」（人材力研究会）報告書 .

 https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/
data/pdf/20180319001_1.pdf

○アビリティチェックシート（総合版）
 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyo
ku/0000199569.pdf

○エンプロイアビリティチェックシート（簡易版）
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 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyo

ku/0000199567.pdf）
（山口 明乙香）

7.6　自己発信スキルに関する訓練
テレワークで働く場合、通勤して同じ場所に集まっ

て働くよりも自己発信力が求められます。上司や同僚
などと同じ場所で仕事をしていれば、体調が変化した
ときや仕事で困ったときなどは、周囲の人が気づいて
声をかけてもらえることがあります。しかし、テレ
ワークの場合は、常時カメラを接続して、仕事をして
いる様子を誰かが見ているわけではありませんので、
自分の状況を言葉で相手に伝わるように発信する必要
があります。これができない人は、テレワークで働く
ことが難しいと判断してもよいでしょう。

自己発信スキルとは具体的にどのような力なのか、
また、そのスキルを身に着けるために、どのような訓
練や支援が必要かを解説します。

1. 自己発信スキルとは
相手と認識がずれないように、適切な表現で、適切

な方法を選択して、適切なタイミングで自ら発信でき
ることです。

自分から質問できずにいると、仕事が進みません
し、勝手に自己判断して間違った方向で仕事を進めて
しまうことにもつながります。また、困ったときに相
談できないと、不安を抱えてしまい精神的につらく
なってしまうことにもなりかねません。

いくつか例を上げて説明します。
（悪い例）

①体調が悪いです。
②なんかパソコンの調子がおかしいです。
このような発信では、聞いた側は何をどうしてほし

いのか、本人がどうしたいのかがわかりませんし、や
り取りする時間がかかるため、仕事が非効率になって
しまいます。
（良い例）

①台風が近づき気圧が変化している影響で、気分が
沈んでいます。服薬して30分ほど休憩が欲しい
です。

②昨日までショートカットからアプリケーションを
立ち上げていたのですが、今日になったら立ち上
がらなくなってしまいました。

このように具体的に状況を説明することで、相手は
すぐに明確な指示を出すことができますので、仕事が
効率的に進みます。

また、上記で示した例はいずれも緊急度が高い内容

ですが、この連絡を電子メールでした場合、適切な方
法を選んだことにはなりません。コミュニケーション
ツールは複数ありますので、この場合は、チャットや
電話など、すぐに相手に伝わる手段を選択する必要が
あります。

2. 自己発信スキルを高めるために
支援員がこのスキルの必要性を理解する必要があり

ます。必要性がわかれば、日常の支援の中での働きか
けが変化するものと思います。

（1）�自己発信の必要性を理解する。
なぜ、テレワークで働くためには自己発信が必要な

のかをしっかり理解してもらいます。テレワークで雇
用している企業が求める人材像を提示することも有効
です。

（2）�自己発信できる場や環境づくり
朝礼や終礼等で、自分の体調や出来事など、フラン

クに話せる機会を増やしましょう。最初は具体的な言
葉で表現できなくても、支援員から良質な質問を繰り
返すことで、徐々に説明ができるようになります。ま
た、グループワークなどの場では、他の人の発言が参
考になったり、刺激になったりするものです。口頭で
の発信に苦手意識がある場合は、チャット等で文字で
の発信を促してもよいでしょう。その場で発信するこ
とが難しい段階は、学んだことに対する感想を、レ
ポートにまとめて提出させることも有効です。

（3）��自己発信に対する肯定的なフィードバッ
ク

不安や緊張感から発信できない人もいます。内容は
別として、発信したことに対する肯定的なフィード
バックを重ねることで徐々に自信をつけていきましょ
う。

（4）�質問や相談が必要な課題を出す
課題を出すときに、必ず質問が出るように、あえて

100％説明しないことも効果的です。
例えば、提出期限を伝えずに質問が出ることを待

つ、あるいは簡易的なマニュアルを提示して、進め方
を相談されるのを待つなどすると、実際の職場に近い
発信を経験することにつながります。
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よく「どうすればいいでしょうか？」と質問される
ことがありますが、その場合は「あなたはどう考える
か？」と質問して回答させることで、自分の考えも合
わせて発信することの訓練になります。

支援の現場では、利用者が困らないように先回りし

て声をかけたり、手を差し伸べたりすることがあるの
ではないでしょうか。これまでの訓練や支援が、テレ
ワークで働くために有効かどうか見直す契機としてい
ただきたいです。

（倉持 利恵）

7.7　ICT レディネスの確認とアセスメント
〇〇でもご紹介しましたが、訓練生が ICT レディ

ネスが現状としてどの程度であるのかを確認すること
は、その支援の方向性や訓練プログラムを決定し、支
援計画を立案する上でも重要になります。

ICT レディネスをアセスメントする方法は色々な工
夫が考えられますが、ここでは訓練生からのヒアリン
グと、実践を組み合わせたアセスメントの方法とし

て、かがわリハビリテーションセンターが実施してい
るツールをご紹介します。

ICT レディネスアセスメンでは、①本人からのヒア
リングによる情報収集、②実際の操作場面を確認する
実践評価、③設定された課題に対して成果物を作成す
る成果物評価の3つの視点から評価することを推奨し
ます。

1. ヒアリングによるアセスメント 

訓練生からのヒアリングによる情報収集では、
チェックシートを用いて事前に自身のスキルの状況に
ついて回答してもらいます。

ヒアリングによって訓練生から得た回答の結果は、
のちの実践評価によるアセスメントにおいても重要に
なります。ここのチェック項目と実践評価の結果で
は、訓練生の自己評価の視点から捉えているスキル獲
得の認識と実際にできるスキルの間にギャップがある
のかという点をかくにんすることが可能になります。
こうした認識と実際のギャップがある場合には、こう
したギャップを解消するためのアプローチを工夫する
必要もあります。
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2. 実践評価によるアセスメント  

実践評価では、事前にヒアリングしたチェックシー
トを基に、それぞれの操作を実践してもらいます。そ
の際には職員の評価の指標を設定し、その基準にそっ
てスキルを確認します。

3. 成果物評価によるアセスメント
成果物評価では、Word や Excel、PorwePoint、

Iastrator、PhotoShop、Zoom、動画編集ソフトなど
実際に課題とする素材や条件などを設定するワークサ
ンプルを作成しておき、その成果物の作成過程や成果
物の仕上がりを評価することで、訓練生の既得スキル
や課題などを適切にアセスメントすることが可能にな
ります。

成果物評価の課題では、Excel 課題では、関数を使
用して計算するものや、表を整える課題などが考えら
れます。Word に関する課題では、ビジネス文書作
成の課題などが用いられています。

各事業所で設定する訓練プログラムなどを考慮し
て、アセスメントパッケージを作成するなどの工夫が
大切になります。

 

こうしたアセスメント結果を職員間で共有し、個別
支援計画を作成していくことで、より訓練生の個別最
適化した訓練を提供することが可能になります。

（山口 明乙香・山口 和彦）
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7.8　�ICT レディネスと高めるための訓練（1）�
複数のAppの組合せ

弊所では、利用者の ICT レディネスを高めるため
のデジタルツールに Google Workspace を利用し
ています。なぜ Google なのか？その理由は3つあり
ます。

理由① 誰でも無料で使える
理由② スタッフが業務で使用している
理由③ コラボレーションしやすい
Google のプロダクト（製品）は、シンプルで使い

やすく普段から見慣れているものが多いのではないで
しょうか？とくに人間同士のコミュニケーションとコ
ラボレーションを重視している点がこれらの製品の特
徴です。

バックオフィス業務の求人が多い障害者雇用では、
上に挙げた2つのスキルはとても重要です。例えば、
事務職の求人票によく書かれている「必要な PC スキ
ル」には Word や Excel が挙げられます。Google
ではドキュメント、スプレッドシートがそれに該当し
ますが、どちらも無料アカウントで使用することがで
きます。クラウド上で入力・編集・記録・そしてコメ
ント入力するなど、まず手を動かしながら取り組むこ
とが大切です。

弊所では訓練活動の様々な場面で、App（アプリ）
や SaaS（サース）といったデジタルツールが活躍し
ます。わたしたちは、できるだけ「知る」「触れる」
「活用する」の体験機会を多く設けるように努力して
います。

一つのツールの使い方を覚えると、次にその活用場
面と連携方法についてステップアップします。例えば
下の画像では、利用者の方が職務経歴書を作成してい
るところです。スタッフも書類にログインしておき、
他の業務の合間に、PC やタブレット端末でご本人の
作成状況をモニターしています。作成者は何か質問し
たいことがあれば、書類の必要箇所にコメントを追加
し、スタッフから指示や助言を仰ぎます。メールの必
要はありません。

職務経歴書の共同編集（コメント付）
また次の図は、Google フォームに入力した内容

をスプレッドシートデータから Looker Studio（BI
ツール）に読み込んでレポートにしたものです。難し
いプログラミングを行うことなく目的のデータを読み
込み、試していくうちにレポート作成ができるように
なります。そして、その次は、「作成したレポートを
定時にメールで送信（宛先・開始時刻・リピート）す
る」というように、ステップアップしながら学びを増
やしていきます。ハンズオンでのインタラクティブ学
習がポイントです。 

Looker Studio で作成したレポート
Slack のようなチャットツールは、雑談専用チャン

ネルを開設し、昼休みの時間などに利用者やスタッフ
が自由に投稿できる環境を設けておくだけで、自然と
皆さん使えるようになります。これも体験することか
ら操作を理解する、よき学びの機会です。
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チャットツールでの会話の様子（Slack）

ICT のレディネスを高めるためには、専門の授業
や講義を受けるといった座学からスタートすること
も多いのですが、弊所では、日常生活の中で App や
SaaS といったデジタルツールに触れる機会を多く持
つように心掛けています。「こんなこともできる！」
を体験することが、効率よく楽しく学べる方法である
と考えています。

まずは、身の回りにあるデジタルツールを使って、
仕事や生活に役立つことを知ってもらうことが大切で
す。

（山田 浩三）

7.9　��ICT レディネスと高めるための訓練（2）�
重度障がい者に対する eスポーツを活用した就労支援

1. はじめに
e スポーツとは「エレクトロニック・スポーツ」の

略で、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全
般を指す言葉と定義されています。近年国内において
e スポーツは、高齢者の認知面に対するトレーニング
や、障がいをお持ちの方の余暇や就労支援においても
活用される場面が増えてきています。株式会社ハッ
ピーブレイン（以下、弊社）は身体に重度の障がいを
お持ちの方に対してこの e スポーツを活用した就労
支援を行っており、その内容を以下にご紹介致しま
す。

2. eスポーツと就労支援の関連性
就労支援における e スポーツの効果として、弊社

の確認している効果とは、e スポーツを通じた「他者
との交流促進」と「デバイス操作の獲得によるパソコ
ン等のスキル向上」の2つの効果を期待しています。

（1）�e スポーツを活用した交流促進
寝たきりレベルの重度の障がいを持つ方は、ご自身

が就労できるという意識自体を持ち合わせていない場
合が多いです。e スポーツはオンラインにてご自宅か
らでも多くの方と交流できるツールであり、重度の障
がいを持ちながら全国で活躍されている方々と繋が
ることができます。弊社は月に1回オンラインの e ス
ポーツイベントを開催しており、そこには世界初の寝
たきりお笑い芸人「あそどっぐ」様も参加されていま
す。あそどっぐ様（図1）は、脊髄性筋萎縮症で、顔
と指先しか動かす事ができません。しかし、その動く

体の部位に様々な入力デバイスを駆使して、お笑いの
You Tube を編集したり、都内や中部地方など県外
の企業において、カフェの定員や小学校教員の補助な
どの業務などで、定期的に働かれています。

図１　あそどっぐ様デバイス操作

あそどっぐ様のように重度の障がいを持たれながら
も、e スポーツを通じて、全国で活躍されている方と
交流する事で、「自分のような障がいを持っていても
働くことができる」という気持ちの向上や自らの働く
ことのイメージの変換をすることができます。

（2）デバイス操作の獲得
e スポーツで使用するコントローラー等のデバイス

は、そのままパソコン操作のコントローラーとして使
用することが可能です。楽しみながらプレーしている
内に、いつの間にかパソコン操作スキルの向上が実現
します。弊社では、理学療法と作業療法を専門とする
スタッフによってこの e スポーツで遊びならがパソ
コン操作がしやすいコントローラーの選定や環境設定
を行い、どのような重度の身体障がいのある方でも、
無理せずに参加できる環境を実現しています。実際に
e スポーツの体験からパソコン操作スキルを獲得し、
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企業の広報業務を担う人材として就職された事例など
があります。

3.  eスポーツ等を活用した 
障がい者の ICT技術取得支援 
モデル事業の取り組み

令和4年度の熊本県の事業にて、東京都の Modis
株式会社（以下、Modis）様と連携を取り、障がい
をお持ちの寝たきりレベルの方7名に対して、ICT 技
術の教育事業を実施しています。障がいをお持ちの方
が、ご自宅からオンラインにて専門的な ICT 教育を
受ける内容です。Modis 様独自の動画コンテンツを
視聴し、疑問点があれば Teams にてリアルタイムに
回答してくれます。

教育内容は、3ステップで構成されており、パソコ
ンの基礎から Python を使ったプログラミング研修と
幅広く学ぶことができます。弊社は受講生の方のデバ
イス機器選定等の環境調整（図2）とその他現場対応
を担当しています。現在、学んでいる受講生の方を一
般企業へ就職する流れを Modis 様と検討している段
階です。重度障がいをお持ちの方でも、ご自宅から
ICT 技術を習得することができ、一般企業への就職を
支援する新たな取組として、今後も継続していきま
す。

図２　デバイス機器等の環境調整

4. 制度の課題と今後の展望
現在生じている制度の課題は、自治体によって異な

る「就労時間」と「福祉サービス利用」の対応の課題
です。働けるスキルを身につけても、それを活かす環
境調整に困難がある状況です。障がいがあっても、誰
もがチャレンジできるよう環境を整えて、皆がワクワ
クできる世界になれる様取り組みを継続して参りま
す。

（園田 大輔） 


